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「
災
害
は
い
つ
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
ど
お
り
、
風
水
害
や

地
震
、
火
山
の
噴
火
と
い
っ
た
自
然
災
害
が
全
国
で
多
発
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、今
一
度
、災
害
時
の
避
難
に
つ
い
て
、そ
の
方
法
や
避
難
す
る
場
所
、

気
を
付
け
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

よ
う
に
、
自
分
の
住
ん
で
い
る
場
所
や

職
場
な
ど
が
ど
う
い
う
被
害
が
起
こ
り

や
す
い
場
所
な
の
か
を
把
握
し
て
お
く

こ
と
も
大
切
で
す
。

　
災
害
の
状
況
に
よ
っ
て

　
避
難
行
動
は
変
わ
り
ま
す

　

夜
間
や
冠
水
し
た
道
路
に
出
て
避
難

す
る
こ
と
は
、
周
囲
の
状
況
が
分
か
ら
ず

大
変
危
険
で
す
。
外
へ
出
る
事
が
か
え
っ

て
危
険
な
場
合
は
、
自
宅
の
２
階
な
ど
の

安
全
な
場
所
に
移
動
し
ま
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
土
砂
災
害
で
は
、
家
ご
と

押
し
流
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、

原
則
と
し
て
、
土
砂
災
害
の
危
険
区
域

か
ら
離
れ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

ま
た
、
津
波
が
発
生
し
た
場
合
な
ど

　
基
本
は
早
め
の
避
難

　

災
害
か
ら
命
を
守
る
た
め
に
は
、
災

害
が
発
生
す
る
前
に
、
影
響
を
受
け
な

い
場
所
に
避
難
す
る
こ
と
が
基
本
で
す
。

　

風
水
害
で
は
、
天
気
予
報
な
ど
で
降

水
確
率
や
雨
量
、
台
風
の
進
路
な
ど
が

確
認
で
き
る
た
め
、
地
震
な
ど
の
災
害

に
比
べ
、
事
前
に
災
害
の
発
生
を
予
測

し
や
す
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　

災
害
が
予
測
さ
れ
る
と
き
は
、
テ
レ

ビ
や
ラ
ジ
オ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な

ど
か
ら
の
気
象
情
報
や
市
か
ら
避
難
準

備
情
報
、
避
難
勧
告
な
ど
の
情
報
を

キ
ャ
ッ
チ
し
、
早
め
の
判
断
と
避
難
行

動
を
と
り
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
避
難
行
動
を
素
早
く
と
れ
る

緊
急
的
に
避
難
が
必
要
に
な
っ
た
と
き

は
、
指
定
緊
急
避
難
場
所
を
活
用
す
る

こ
と
も
効
果
的
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
災
害
の
種
類
や
時
間

帯
な
ど
の
状
況
に
よ
っ
て
と
る
べ
き
避

難
行
動
は
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

▼
危
険
性
を
把
握
す
る

　

自
宅
や
職
場
な
ど
、
自
分
が
普
段
よ

く
行
く
場
所
に
は
ど
ん
な
危
険
性
が

あ
る
か
、
あ
ら
か
じ
め
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
な
ど
で
確
認
し
て
お
く
。

▼
避
難
情
報
を
理
解
す
る

　

市
か
ら
発
表
さ
れ
る
避
難
準
備
情
報

や
避
難
勧
告
な
ど
の
避
難
情
報
に
つ

い
て
、
そ
の
種
類
と
内
容
を
理
解
し

て
お
く
。（
下
図
）

▼
避
難
所
な
ど
を
確
認
す
る

　

最
寄
り
の
指
定
避
難
所
や
指
定
緊
急

避
難
場
所
、
避
難
経
路
を
確
認
し
て

お
く
。
指
定
緊
急
避
難
場
所
に
つ
い

て
は
、
ど
の
災
害
時
の
避
難
に
適
し

て
い
る
か
確
認
し
て
お
く
。

▼
状
況
に
応
じ
て
避
難
す
る

　

災
害
の
種
類
や
状
況
に
よ
っ
て
は
、

自
宅
か
ら
指
定
避
難
所
へ
行
く
な
ど

「
立
ち
退
き
避
難
」
が
、
か
え
っ
て
危

険
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

自
宅
の
２
階
な
ど
の
安
全
な
場
所
に

留
ま
る
の
も
避
難
の
ひ
と
つ
で
す
。

避
難
準
備
情
報

避
難
勧
告

●
避
難
準
備
を
開
始

●
避
難
に
支
援
が
必
要
な

　

方
は
避
難
を
開
始

●
指
定
避
難
所
等
へ
の
避

　

難
を
開
始

避難情報の種類と危険度
避
難
指
示

●
直
ち
に
避
難
を
開
始

●
万
一
の
場
合
は
命
を
守
る

　
最
低
限
の
行
動
を
と
る

危険度高 低中

災
害
時
に

命
を
守
る
避
難
行
動避難行動のイメージ

指定避難所

自宅・地域

●地震等により緊急的
　に避難が必要
　になった場合

●避難勧告等が発令
　された場合
●自宅に留まることが
　危険な場合

●自宅で生活が
　困難な場合

●危険性がなくなったとき●避難勧告等が解除されたとき●危険性がな
くなったとき

指定緊急避難場所
公園等 学校等

●指定避難所へ移動することが危険な
　場合などは、自宅の２階や近隣の頑
　丈な建物、町内会館の自主避難所
　など安全な場所に移動、避難

　

市
で
は
東
日
本
大
震
災
な
ど
の
教
訓

を
踏
ま
え
て
、
指
定
避
難
所
の
見
直
し

と
、
新
た
に
指
定
緊
急
避
難
場
所
を
指

定
し
ま
し
た
。

　

具
体
的
な
施
設
や
場
所
の
一
覧
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
る
ほ
か
、

回
覧
な
ど
で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で

す
。

【
指
定
避
難
所
　
38
箇
所
】

被
災
し
た
人
が
一
定
期
間
滞
在
す
る

事
が
で
き
る
施
設
で
学
校
の
体
育
館

や
公
共
施
設
な
ど
を
指
定
。

【
福
祉
避
難
所
　
37
箇
所
】

２
次
的
な
避
難
施
設
で
、
障
が
い
の

度
合
い
な
ど
に
よ
り
、
一
般
の
避

難
者
と
生
活
す
る
事
が
困
難
な
方
を

受
け
入
れ
る
施
設
で
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

な
ど
を
指
定
。

【
指
定
緊
急
避
難
場
所
　
87
箇
所
】

一
定
の
基
準
を
満
た
し
た
上
で
、
施

設
の
管
理
者
の
同
意
を
得
た
施
設
や

公
園
、
広
場
、
立
体
駐
車
場
な
ど
を

指
定
。

指
定
避
難
所
や
指
定
緊
急

避
難
場
所
を
確
認

指
定
緊
急
避
難
場
所
と
は

　

災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
時
や
災
害
発
生
時
に
、

緊
急
的
に
避
難
し
、
身
の
安

全
を
確
保
す
る
場
所
で
す
。

　

洪
水
や
土
砂
災
害
、
高
潮
、

地
震
、
津
波
、
大
規
模
な
火

事
の
災
害
種
別
ご
と
に
指
定

し
て
い
ま
す
。
同
じ
避
難
場

所
で
あ
っ
て
も
災
害
の
種
類

に
よ
っ
て
は
、
避
難
場
所
に

適
さ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
切
迫
し
た
災
害
の

危
険
か
ら
命
を
守
る
た
め
に

一
時
的
に
避
難
す
る
場
所
で

す
の
で
、
職
員
の
配
置
や
物

資
な
ど
の
配
備
は
行
わ
れ
ま

せ
ん
。

問
合
せ
先

　

危
機
管
理
対
策
課

　

☎
22
・
８
１
６
６

http://w
w
w
.city.tsuruga.lg.jp/

洪
水

×

地
震

○

土
砂

○

津
波

×

高
潮

○

大
規
模

火
事

○

（
例
）
三
島
公
園
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避
難
行
動
の
ポ
イ
ン
ト

地
震
の
場
合
の
避
難
行
動

●
棚
や
た
ん
す
、
電
柱
な
ど
か
ら
離
れ
る

●
頭
を
保
護
し
、
身
の
安
全
を
確
保
す
る

　
（
落
下
物
の
な
い
場
所
に
移
動
す
る
）

●
大
き
な
揺
れ
が
お
さ
ま
っ
て
か
ら
火

　

の
始
末
や
、
窓
や
戸
を
開
け
て
出
口
を

　

確
保
す
る


